
生活習慣病管理料

•高血圧、糖尿病、脂質異常症の疾患を有する方が対象となりま
す。それ以外の疾患を合わせて有する方は対象外となります。

•病状により、28日以上の長期の投薬またはリフィル処方箋の交
付が可能となります。
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